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推薦のことば

　私は、入庁間もない昭和51年、当時の保安部保安課の銃刀係長を命ぜら

れ、銃刀行政に携わることとなりましたが、当時は、昭和50年ごろに著され

た『銃砲刀剣類所持等取締法解説』という部内用の解説書があり、これが警

察庁及び都道府県警察の担当者の実務の指針となっていました。そして時は

移って平成19年、私は生活安全局長を命ぜられ、再び銃刀行政を所管するこ

ととなりましたが、着任後、この解説書が昭和56年に 1 度改訂されたもの

の、その後幾度か法律等の改正があったにもかかわらず、改訂されぬまま放

置されていることを知り、その改訂版ないし新たな解説書の必要性を痛感し

ました。

　そうした中、私は、担当局長として、けん銃使用の凶悪事件の多発にかん

がみた平成19年の法改正と、佐世保市における猟銃発砲事案と秋葉原でのダ

ガーナイフを使用した殺傷事件とを契機とした平成20年の法改正に携わるこ

ととなりました。このうち平成20年改正は途中で異動となり、最後の仕上げ

は後任の巽局長にお任せすることになりましたが、この改正は、昭和55年以

来28年ぶりの猟銃等の許可行政に係る大改正であり、また、昭和37年以来46

年ぶりの刀剣類の範囲に係る改正ということもあり、誠に思い出深いものが

あります。その折のプロジェクトチームのリーダーが本書の著者である大塚

尚君でしたが、彼を始めとするプロジェクトチームのメンバーは、担当課長

である辻義之君の指導の下、各都道府県警察の実務担当者や関係の団体、業

界、有識者等の意見を幅広く聴取しつつ銃砲刀剣類や猟銃用火薬類等に係る

制度及び実務の総点検を行うとともに、その問題点を解決するための改正案

を取りまとめるという困難な仕事を見事に成し遂げてくれました。すなわ

ち、このような作業の中心人物であった大塚君は、少なくとも現段階では銃

刀法に最も精通し、また、理論的にも信頼できる人物であり、その体系的な
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解説書の著者として正に適任と言うことができるわけです。

　我が国の治安の良さを支える要因の一つとして「銃砲や薬物に対する厳し

い規制」が常に挙げられますが、その銃砲規制の基本法である銃刀法に関す

る信頼できる解説書が長い間存在しなかったことは、実務者のみならず銃刀

法に関心を持たれるすべての方々にとって誠に不幸なことであり、また、不

思議なことであったと言わざるを得ません。

　こうした意味で、この度、大塚君による銃刀法の解説書が世に出るという

ことは誠に意義深いものがあります。彼は、先人の遺産である前述の『銃砲

刀剣類所持等取締法解説』等の記述を踏まえつつ、その後の法令の改正、行

政実例、判例等の動向を丹念に調べ上げた上で、銃刀法のあらゆる論点を網

羅した大部の解説書を仕上げました。本書が、今後、銃刀法の基本書とし

て、警察職員や射撃指導員、指定射撃場の役職員、猟銃安全指導員等実務に

携わる方々のほか、司法関係の皆さんや一般の研究者等銃刀法に関心を持た

れる方々に広く、かつ、末永く利用されることを心から願いつつ、推薦する

次第です。

　　平成23年 9 月

警察庁次長　

片桐　裕　
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監修のことば

　銃砲刀剣類所持等取締法は、警察行政を進める上で極めて重要な法律であ

るが、警察職員の手によるその解説書はというと、昭和54年に、中島治康氏

（警察庁保安課経済調査官〔当時〕）が53年改正を踏まえて警察時報社から出版

された『銃砲刀剣類等の取締り』がある程度で、55年改正の内容まで盛り込

まれたものとなると、わずかに、内田保安課長時代の56年に作成された『銃

砲刀剣類所持等取締法解説』という部内者向けの解説書があるだけである。

我々実務家は、以来今日に至るまでの30年間、これを使って、仕事を進めて

きた。

　練習射撃場制度の創設等を内容とする平成 3 年改正を手掛けた谷君（現警

察大学校教務部長）は、改正の内容も盛り込んで、この解説書をアップデー

トしようと作業に取り掛かったのであるが、すぐにけん銃対策のための銃刀

法の改正作業が入り、解説書作成作業は、一時中断となった。この法改正作

業を引き継いだのが、本職である。

　大変な難産であった平成 5 年改正（加重所持罪の創設等）を終えて、今度

は、本職が、この改正の内容も盛り込んだ解説書の作成作業に着手したのだ

が、すぐまた、けん銃対策再強化のための法改正作業が必要となり、発射罪

の創設等を内容とする 7 年改正を行い、その内容も盛り込んだ解説書の作成

にとりかかったところで、警視庁に異動となってしまった。

　平成19年に、生活環境課長として、三度、銃刀法の担当となった本職は、

組織的なけん銃不法所持等を重罰化する19年改正と、銃砲刀剣類所持許可の

欠格要件の整備やダガーナイフの規制を内容とする20年改正を手掛け、今度

こそ、解説書を――しかも部内資料ではなく、一般の方にも利用していた

だける、警察官の手による最新の解説書を――完成させたいと作業に取り

掛かってようやく出来たのがこの本である。
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　丁度、部下に、大塚君（現北海道経済産業局総務企画部長）という法律家を

抱え、「法律家として、君の名の書籍が一冊あってもいいのではないか」と、

優しく声をかけ、ときには叱咤激励しながら、何とかまとめてもらった。も

ちろん、平成20年改正のメンバーであった、阿部君（現警察庁警備課理事官）、

岩元君（現警察庁総務課課長補佐）、平居君（現警察庁総務課理事官）、髙井君

（現警察庁生活安全企画課課長補佐）らが、相当程度協力したことは間違いな

い。

　本職は、監修者として、警察庁や県警察の銃刀法担当者らが使いやすい本

になるように、また、後進のためにどうしても文字に残しておいてほしい事

項は落とすことがないように、と指示した程度で、後は、自由にやっても

らった。

　本当に、いい本ができたと思っている。よく頑張ってくれた皆に感謝して

いる。

　　平成23年 9 月

警視庁警務部長　
元警察庁生活環境課長　

辻　義之　
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第 3 版はしがき

　令和 3 年改正を機に改訂を行うことになりました。

　主な修正内容は次の通りです。

１ 　法令改正の反映

　「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律」（令 3 法69）が第204回

国会で成立し、令和 3 年 ６ 月16日に公布され、令和 ４ 年 3 月15日から施行さ

れています。クロスボウを所持許可制の対象に追加するものです。髙井良浩

「銃砲刀剣類所持等取締法によるクロスボウの規制について」警察政策24巻

及び警察学論集75巻 ６ 号所収の諸論文を参照しました。

　そのほか、鳥獣保護管理法の一部改正により、猟銃の技能講習免除に関す

る特例が令和 9 年まで延長されています。

２ 　裁判例の追加

　第 ２ 版以降の裁判例を追加しました。なかでも、同居親族書の虚偽記載に関

する東京高判平28・ 7 ・20、行政処分と幇助の関係について判示した名古屋

地判平28・ 8 ・25、理由付記の不備を違法とした東京地判平30・ 5 ・24、欠

格事由18号の判断基準を示した名古屋高判平31・ ４ ・18、熊を駆除するための

猟銃使用を巡る札幌地判令 3 ・12・17が注目されます。

　改訂作業に当たっては、監修者である辻義之氏から引き続き温かい激励を

いただきました。また、立花書房の荻原祥之、秋山寛和氏には丁寧な編集作

業をしていただきました。記して感謝します。

　　令和 ４ 年 9 月

大塚　尚　

（CC2022）注釈銃刀法_プ.indb   7（CC2022）注釈銃刀法_プ.indb   7 2022/09/15   17:47:162022/09/15   17:47:16



8　

 クロスボウ規制の要点

１ 　クロスボウは、空気銃と同様に、所持許可制の対象とする。年齢の下限

は18歳。不法所持は 3 年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

２ 　規制対象となるクロスボウは、①弦（弓の原理）を使用して矢を発射す

ること、②弦の固定装置を有すること（機構要件）、③矢が一定以上の運

動エネルギーを有すること（威力要件）、の 3 点から定義される。一般的

な洋弓、和弓、吹矢、ゴムを動力源とするスリングショット（いわゆるパ

チンコ）等は含まれない。

3 　許可の用途は、射撃競技を含む標的射撃、動物麻酔、学術的な調査研究

等に限られる。なお、クロスボウを用いた狩猟は鳥獣保護管理法によって

禁止されている。

　　そのほか、許可の要件、使用方法、保管方法などの規制はおおむね空気

銃と同様である。保管委託の仕組みもある。発射罪の対象ではない。

４ 　標的射撃の場所は、銃砲のような射撃場が整備されていないので、一定

の安全性を確保できる場所を政令で指定している。

5 　許可及び 3 年ごとの更新を受けるには、原則として、座学講習を修了す

る必要がある。実射を伴う技能検定や技能講習の制度はないが、一定の要

件を満たせば射撃練習を任意に行うことはできる。

６ 　販売業者に対する規制がある。

7 　改正法施行前に相当数のクロスボウが流通していたことにかんがみ、半

年間の経過措置が設けられた。令和 ４ 年 9 月14日までの間における所持は

違法ではない。同月15日以降に許可なく所持していると、上記 １ の処罰対

象になる。
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第 ２ 版はしがき

　今般の銃刀法改正を機に改訂を行うこととなりました。

　主な変更内容は次のとおりです。

１ 　法令改正の反映

　平成27年 ６ 月末日までの法令改正を反映させました。

　最近では、「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律」（平26法131）

が第187回国会で成立し、平成26年11月28日に公布され、災害に係る特例規

定については同日から、その他の規定については平成27年 ４ 月 １ 日から施行

されています。

　また、「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令」

（平27令 ６ ）が平成27年 3 月 １ 日から、「技能検定、技能講習及び射撃教習に

関する規則の一部を改正する規則」（平27国公委規則 3 ）が平成27年 ４ 月 １ 日

から、それぞれ施行されています。

　これらについては警察学論集68巻 7 号掲載の諸論文を参照してください。

　そのほか主な関連法令としては、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する

法律の一部を改正する法律」（平26法45）が第186回国会で成立し、平成26年

5 月30日に公布され、平成27年 5 月29日から完全施行されています。

２ 　裁判例の追加

　初版後のものを中心に、70件余の裁判例を追加しました。

3 　罰則の解説の追加

　初版では解説を付けなかった第 5 章「罰則」についても簡単な説明を加え

ました。かつては特別刑法の注釈書が複数公刊されていましたが、いずれも

今では入手困難となっている事情にかんがみ、必要性を感じてのことです。

本来であれば法曹又は研究者による執筆がふさわしい箇所ですが、当座の参

考資料として行政官が越境することにご海容をいただければ幸いです。
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　改訂作業に当たっては、警察庁生活安全局長であり本書の監修者でもある

辻義之氏から温かい激励をいただくとともに、警察庁の優秀な後輩である髙

井良浩、下田玲子、小林幸彦の各氏に多大な協力をいただきました。また、

小柳誠二（現保安課長）及び高橋靖（現保安課理事官）の両氏にもご面倒をお

かけしました。立花書房の安部義彦氏には引き続きお世話になりました。記

して感謝します。

　　平成27年 8 月

警察大学校財務捜査研修センター所長　

大塚　尚　

　（令和 ２ 年 ４ 月の第 ４ 刷発行に当たり最低限の訂正を行った。警察庁保安課小林

弘和警視の協力に感謝する。）
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初版はしがき

　本書は、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第 6 号）の逐条的な解説

書です。

　執筆に当たっては、銃刀法行政に携わる警察職員の方々に利用していただ

けるよう、実務に定着している解釈をできる限り尊重しました。具体的な裁

判例を多く取り上げたので、司法関係の方々にも参考にしていただけるかも

しれません。もとより、本書の記述はあくまで著者個人の見解であり、警察

庁の公式解釈ではありません。

　先行業績と本書の関係ですが、伝統的な解説書であるものの現在入手困難

な中島啓次＝望月秀一『銃砲刀剣類所持等取締法』（警察時報社）及び「銃砲

刀剣類所持等取締法解説」（部内資料）の内容は、アップデートした上で、

本書にほぼすべて取り込みました。裁判官の研究成果である司法研修所編

『銃砲刀剣類所持等取締法違反事件の処理に関する実務上の諸問題』（法曹会）

は、本書で触れていない点についての記述や掘り下げた分析が豊富であり、

依然として重要な文献です。累次の法改正については、その都度警察学論集

等の誌上に担当官の解説論文が掲載されますが、その内容は必要に応じて本

書に取り込みました。他にも、本書は先人の業績に多くを依拠しています。

　本書が成る直接のきっかけは、当時の警察庁生活環境課長である辻義之氏

から声をかけていただいたことにあります。逡巡しましたが、情熱を傾けて

20年改正に尽力された警察庁の諸先輩方、とりわけ当時の生活安全局長であ

る片桐裕、巽高英の両氏、当時の審議官である井上美昭、園田一裕の両氏並

びに辻義之氏の、法改正にかけた思いを形に残しておきたいという気持ちも

あり、お受けすることにしました。

　20年改正の実務作業は、的確な課題分析と政策立案に優れた能力を発揮し

た阿部文彦、平居秀一、岩元正一、髙井良浩の各課長補佐（当時）並びに、
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優秀なスタッフである坂本幸治、山田雅史、坂本俊介、総崎由希、本村龍

三、田村隆清、池田知弘、高橋一夫の各氏をはじめとする多くのみなさんと

の共同作業でした。懐かしく思い出します。すべての名前を尽くせません

が、記して感謝申し上げます。

　また、立花書房の安部義彦氏には緻密な編集の労をお取りいただきまし

た。併せて感謝申し上げます。

　　平成23年 9 月

元警察庁生活安全局付兼知的財産権保護対策官　
北海道経済産業局総務企画部長　

大塚　尚　
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凡　例

【判例表記】

判例の表記は、別記略語を用い、次の例による。
大審院判決昭和 7 年 3 月 1 日大審院刑事判例集11巻232頁

＝大判昭 7 ・ 3 ・ 1 刑集11・232
最高裁判所決定昭和53年 2 月13日最高裁判所刑事判例集32巻 2 号295頁

＝最決昭53・ 2 ・13刑集32・ 2 ・295
なお、公刊物未登載のものは〈未〉と表示する。

【法令表記】

法　：銃砲刀剣類所持等取締法
令　：銃砲刀剣類所持等取締法施行令
規則：銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
なお、本文かっこ内では、以下のように表記する。
法 5 条の 2 第 3 項 3 号　→　法 5 の 2 Ⅲ③

【判例集等略語】

刑録 大審院刑事判決録
刑集 大審院刑事判例集
刑集 最高裁判所刑事判例集
民集 最高裁判所民事判例集
裁判集 最高裁判所裁判集刑事
高裁刑集 高等裁判所刑事判例集
東高刑時報 東京高等裁判所刑事判決時報
東高民時報 東京高等裁判所民事判決時報
高裁速報 高等裁判所刑事裁判速報（各高等検察庁編）
 高等裁判所刑事裁判速報集
高裁特報 高等裁判所刑事判決特報
裁判特報 高等裁判所刑事裁判特報
下級刑集 下級裁判所刑事裁判例集

（CC2022）注釈銃刀法_プ.indb   13（CC2022）注釈銃刀法_プ.indb   13 2022/09/15   17:47:162022/09/15   17:47:16



14　

下級民集 下級裁判所民事裁判例集
一審刑集 第一審刑事裁判例集
刑裁月報 刑事裁判月報
新聞 法律新聞
刑資 刑事裁判資料
第一法規DB 第一法規判例体系データベース
LEX/DB TKC法律情報データベース

【雑誌類略語】

司研所報 司法研修所報
ジュリ ジュリスト
時報 法律時報
判時 判例時報
判タ 判例タイムズ

【文献略語】

安西 安西溫『特別刑法 第 1 巻』（警察時報社、1983年）
司研  司法研修所編『銃砲刀剣類所持等取締法違反事件の処理に関 す

る実務上の諸問題』（法曹会、2000年）
注解  平野龍一ほか編『注解特別刑法 第 6 巻』（青林書院、1986年）
中島  中島啓次＝望月秀一『銃砲刀剣類所持等取締法 ── 逐条解説』 

（警察時報社、1973年）
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第 1章　総 則

　（趣旨）
第�１条　この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必
要な規制について定めるものとする。

１　本条⑴は、本法の趣旨について規定したものである。
　銃砲、刀剣類及びクロスボウは、その利用目的が多様であり、中には社会
生活上有用なものもある。しかし、いずれも人畜を殺傷する機能を有してお
り、一歩誤ると凶器として各種犯罪の手段に使用される危険性がある。ま
た、事故が発生した場合の危害も大きい。さらに、銃砲、刀剣類そのもので
はないがそれに類似する物品や関連する物品にも危害をもたらす可能性を有
するものがある。
　そこで、そのような危害を防止するために制定されたのが本法である⑵。
　本法の解釈運用は、この趣旨に従ってなされるべきである。その意味にお
いて、本条は、本法の解釈運用に当たっての指針的規定となる。

２　「銃砲」及び「刀剣類」の定義は法 ２ 条に置かれている。
　銃砲、刀剣類等の「等」とは、銃砲、刀剣類以外に本法の規制対象とされ
ているクロスボウ、準空気銃、携帯禁止刃物、模造拳銃、模擬銃器、模造刀
剣類、拳銃部品、拳銃実包、猟銃実包を指す。
　「所持」は法 3 条により、「使用」は 3 条の13、10条等により規制されてい

⑴　本条は、現行法が昭和33年に、それまでの銃砲刀剣類等所持取締令（昭25政令334）
に代えて制定された際に、冒頭に当該法律の趣旨又は目的規定を置くという一般的な
立法形式に従って設けられたものである。

第 １ 条　趣旨　1
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る。所持、使用等の「等」とは、所持使用以外に本法の規制対象とされてい
る輸入、譲渡、譲受、携帯、保管等を指す。
　「危害」とは、主として人の生命、身体及び財産に対する危険⑶を意味す
るが、いわゆる発射罪（法 3 の13違反）が公共危険犯であるように、社会生
活の平穏といった公共的利益に対する危険も含んでいる。
　「必要な規制」とは、所持の禁止、使用の禁止、輸入・譲渡・譲受の禁止、
携帯の禁止、保管に関する義務等を指す。

３　銃砲刀剣類等所持取締令について、銃砲刀剣類の所持を禁止することは
個人の本来の自由を制限するから違憲であるとして争われたことがあるが、
この点について最高裁は、「銃砲刀剣類は、殺人、傷害等の用に供せられる
危険物であるから、銃砲刀剣類等所持取締令は、かかる犯罪を未然に防止す
るため原則としてこれら物件の所持を禁止し、もつて国民の生命財産の安全
を期する目的をもつて制定せられたものであり、右、所持を原則として禁止
した同令 ２ 条は社会公共の福祉保持のため必要な規定と解すべきであるか
ら」違憲ではないと判示した（最判昭33・ ２ ・１２刑集１２・ ２ ・２09）。

⑵　昭和33年 ２ 月 ６ 日参議院地方行政委員会、国務大臣正力松太郎
　　「銃砲刀剣類等は、その利用目的も種種あり、中には、社会生活上欠くことのでき

ないものもあるのでありますが、いずれも、人畜を殺傷する機能があり、その意味に
おいては危険でありますので、わが国におきましては、古くから、この所持等につい
て規制してきたのであります。しかも、終戦直後におきましては、連合国の占領行政
のもとにおいて、一時は、これを相当広く禁止しておった時期もあったのであります
が、その後、わが国の実情に即するように改正を加え、さらに独立後も、当国会の審
議を経て、事態に即して改正を加えて参ったのであります。ところが、いわゆるちま
たの暴力団等において、この現行の規制の間隙に乗じて、銃砲刀剣類を乱用するもの
も見受けられますので、暴力を排除して、自由にして平穏な社会を実現するに必要な
法的措置として、この規制の不備を補いたいと存ずるのであります。また、近く本邦
において国際競技が開催される運びにもなっており、これに備えて、現行の規定に改
正を加える必要も生じてきましたので、今日施行されております銃砲刀剣類等所持取
締令を廃止し、その内容とするところに、右申し述べました趣旨に基づく改正を加え、
この機会において、銃砲刀剣類等所持取締法の題名のもとに、今日の事態に即して関
係規定を整備し、ここに銃砲刀剣類等所持取締法案として提出した次第であります。」

⑶　本法の規制を行うためには抽象的危険性で足りるか具体的危険性まで必要かという
問題設定がされることがあるが、問題となる銃砲刀剣類等の性質や規制内容等に応じ
て、個々の条文の解釈として検討すべき問題である。

2　第 1 章　総則
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４　本来自由な行為⑷を公共の福祉のために制限するのだから、本法におけ
る規制は危害予防上必要最小限度でなければならないといわれることがある

（中島）。しかし、銃砲刀剣類は高度の危険性を有しているから、国民の安全
を守るためには、本法に基づく規制を適切に行うことが求められる。本法の
運用に当たり、過度に謙抑的になる必要はない。
　むしろ、事情によっては、必要な規制措置を講じない不作為が違法とされ
ることもある（最判昭57・ １ ・19民集36・ １ ・19／裁判所時報831・ １ ／判時

1031・117／判タ460・91）。

５　用語としては、法律の題名に「銃砲刀剣類」とあり、本条に「銃砲、刀
剣類等」とあるほか、各条に「銃砲刀剣類等」、「銃砲等」などの類似表現が
ある。使い分けについて法 ２ 条の注釈 ３参照⑸。

⑷　現在の日本社会において、銃砲の所持が本来自由な行為であるかについては、疑問
を提起し、講学上の特許に近い発想に転換する可能性に言及した意見もある（平成20
年 7 月「銃砲規制の在り方に関する意見書」）。

⑸　本法の規制対象を総括的に示すときは伝統的に「銃砲刀剣類」という表現が用いら
れてきたが、そのままではクロスボウを含意できないので、令和 3 年改正後は、「銃
砲等又は刀剣類」（法 3 ）、「銃砲刀剣類等」（法 5 の ２ ）、「銃砲、刀剣類等」（本条）
などの表記を使い分けるべきことになる。ただし、本書では、過去の判決文や文献を
引用する場合などに「銃砲刀剣類」という伝統的表現を残している。形式的には銃砲
と刀剣類のみを意味するが、クロスボウにも適用可能な考え方であることが多いので、
文脈によって判断していただきたい。

第 １ 条　趣旨　3
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第 ２章　銃砲等又は刀剣類の所持の許可

　（許可）
第�４条　次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲等又は
刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会
の許可を受けなければならない。
　一�　狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは

空気銃（空気拳銃を除く。）又はクロスボウを所持しようとする者（第
５号の２又は第５号の３に該当する者を除く。）

　二�　人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供
するため、それぞれ、救命索発射銃、救命用信号銃、麻酔銃、と殺銃又
は捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びょう打銃、建設用綱索発射
銃その他の産業の用途に供するため必要な銃砲で政令で定めるものを所
持しようとする者

　二�の二　動物麻酔又は漁業その他の産業の用途に供するため必要なクロス
ボウを所持しようとする者

　三�　政令で定める試験又は研究の用途に供するため必要な銃砲等を所持し
ようとする者

　四�　国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の拳銃射撃競技又
は空気拳銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であると
して政令で定める者から推薦された者で、当該拳銃射撃競技又は空気拳
銃射撃競技の用途に供するため、拳銃又は空気拳銃を所持しようとする
もの

　五�　国際的又は全国的な規模で開催される政令で定める運動競技会におけ
る運動競技の審判に従事する者として適当であるとして政令で定める者
から推薦された者で、当該運動競技の出発合図の用途に供するため、運
動競技用信号銃又は拳銃を所持しようとするもの

第 4 条　許可　135
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第 ３章　�古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類
の製作の承認

　（登録）
第�14条　都道府県の教育委員会（地方教育行政の組織及び運営に関する法
律（昭和31年法律第162号）第23条第１項の条例の定めるところによ
りその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされ
た都道府県にあっては、当該都道府県の知事。以下同じ。）は、美術品若
しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品とし
て価値のある刀剣類の登録をするものとする。
２�　銃砲又は刀剣類の所有者（所有者が明らかでない場合にあつては、現に
所持する者。以下同じ。）で前項の登録を受けようとするものは、文部科
学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に
登録の申請をしなければならない。
３�　第 １項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
４�　都道府県の教育委員会は、第 １項の規定による登録をした場合において
は、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管
轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
５�　第 １項の登録の方法、第３項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑
定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。

　［規則］

銃砲刀剣類登録規則（昭33文化財保護委規則１）

第�１条（登録の手続等）　銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号。

以下「法」という。）第14条第１項の登録の申請は、第１号様式の登録申

請書により、行わなければならない。

第14条　登録　469
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第 ４章　雑 則

　（譲渡の制限）
第�21条の２　武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは
猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事
業者、クロスボウ製造事業者若しくはクロスボウ販売事業者は、第３条の
７の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃
砲等又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲等又は刀剣類が
譲り渡されることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法
により、譲受人が第３条第１項第２号の２、第４号の６、第４号の７、第
８号、第12号若しくは第14号に該当することを確認し又は譲受人から第
７条第１項の許可証の提示を受けた場合でなければ、銃砲等又は刀剣類（第
３条第１項第６号に掲げるものを除く。）を譲り渡してはならない。
２�　第４条若しくは第６条の規定による許可を受けた者、第８条第６項の措
置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置す
る者は、第３条の７の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほ
か、この法律の規定により銃砲等又は刀剣類を所持することができる者以
外の者に銃砲等又は刀剣類が譲り渡され、又は貸し付けられることを防止
するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人若しくは
借受人が第３条第１項第２号の２、第４号の６、第４号の７、第８号、第
12号若しくは第14号に該当することを確認し又は譲受人若しくは借受
人から第７条第１項の許可証の提示を受けた場合でなければ、当該銃砲等
又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。

　［規則］

第�98条（確認又は許可証の提示の方法）　法第21条の２第１項及び第２項

に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

第21条の 2 　譲渡の制限　487
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第 ５章　罰 則

第�31条　第３条の13の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者
は、無期又は３年以上の有期懲役に処する。
２�　前項の違反行為が、団体（共同の目的を有する多数人の継続的結合体で
あつて、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織（指揮命
令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従つて構成員が一体とし
て行動する人の結合体をいう。以下この項及び第31条の３第３項におい
て同じ。）により反復して行われるものをいう。以下この条において同じ。）
の活動（団体の意思決定に基づく行為であつて、その効果又はこれによ
る利益が当該団体に帰属するものをいう。第31条の３第３項において同
じ。）として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、
当該違反行為をした者は、無期若しくは５年以上の有期懲役又は無期若し
くは５年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金に処する。
３�　団体に不正権益（団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配
力であつて、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該
団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをい
う。以下この項において同じ。）を得させ、又は団体の不正権益を維持し、
若しくは拡大する目的で、第１項の違反行為をした者も、前項と同様とす
る。

１　本条 １ 項は、平成 7 年改正により、拳銃等の発射を禁止する 3 条の１3と
ともにその処罰規定として新設されたものである⑴。

⑴ 　令和 3 年改正により、「○条の規定に違反した者は」という文言が、「○条の規定に
違反した場合には、当該違反行為をした者は」に改正された。次条以下も同様だが、
法制上の表現変更であり、意味は従前と同じである。

第31条　593
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